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循環型社会の形成に協力しましょう
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そのほかにもこんなメリットがあります
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ごみに関する問い合わせ

環境対策グループ
�◯８５ ２９５８
Ｅメール　cleancle@city.nobo
ribetsu.hokkaido.jp

町内会などで、回収した資源を回収業者に引き
渡し、その重量により市から奨励金を支給する制
度です。
奨励金の対象となる資源は、新聞や雑誌、ダン
ボール、瓶類（一升瓶、ビール瓶など）、布類、
金属類です。
なお、奨励金の支給を受けるためには、資源回
収団体が営利を目的としないことや事前に市への
登録が必要です。

家庭から出る生ごみの減量と有効利用を図るた
め、生ごみ堆肥化容器の購入者に対し、購入費の
一部を登別市衛生団体連合会が補助します。
なお、補助額は１世帯１個で１，０００円です。
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そのほかの取り組みメニュー
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家庭で不用となったものや譲り受けたいものを
登別消費者協会に登録しておくことで、当事者同
士による品物の受け渡しができる制度です。
広報のぼりべつに掲載されています。
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ごみの分別に便利な識別マーク

アルミ缶の表示

スチール缶の表示

ペットボトルの表示

紙製容器包装の表示

プラスチック製容器包
装の表示

自然にやさしい環境ラベル
エコマーク
環境保護に役立つと認
められた製品のマーク
です

グリーンマーク
古紙などを再生利用し
た製品のマークです

アールマーク
再生紙の古紙配合率が
分かるようにした製品
のマークです

パックマーク
牛乳パックを再生利用
した製品のマークです

グリーンマーク

平成１７年度の市民１人１日当たり
の家庭系ごみの排出量は、５８８グラ
ムになっています。
平成２２年度の中間目標年次では、

５５６グラムを目標にしています。
ごみを減量するため、市民１人ひ

とりの取り組みをお願いします。
◎１００グラムのごみの目安
�バナナの皮２枚
�Ｔシャツ１枚
�レジ袋２０枚
�ポケットティッシュ９パックなど

特集 循環型社会の形成を目指して


